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１. 序 論 
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１―１ 計画の目的 

（１）地域公共交通計画とは 

地域公共交通計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第

５９号）に基づく計画で、「地域にとって望ましい公共交通ネットワークの姿」を明らかに

し、「まちづくりの取組との連携・整合」を確保する「地域公共交通の基本計画」としての

役割を果たすものです。 

本計画に基づき、地域公共交通に関する取組を計画的に進めることで、限られた資源を

有効に活用し、持続可能な地域公共交通の形成を図っていきます。 

 

（２）計画の目的 

本町における地域特性や地域公共交通の現状・課題等を踏まえ、町が目指す将来像を実

現する上で地域公共交通の果たすべき役割を明らかにするとともに、町民の生活と移動を

支援し、持続可能な地域公共交通を実現するために、その基本的な方針、目標及び施策体

系を示すマスタープランとして、「地域公共交通計画」を策定します。 

 

（３）計画の役割 

本計画は、以下の６つの役割を担うものです。 

 ①地域にとって望ましい地域公共交通の姿（基本的な方針と目標）を明らかにする 

 ②目標達成に向けて計画期間内に実施すべき施策・事業を示す 

 ③地域特性に応じた多様な交通サービスによるネットワーク構築を目指す 

 ④本町のまちづくり（都市計画、福祉等）の取組との連携・整合を確保する 

 ⑤地域・企業・学校等の多様な関係者との連携を促進する 

 ⑥具体的な数値目標と PDCA サイクルにより、継続的な改善を推進する 
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１―２ 計画の位置付け 

本計画は、「第六次会津坂下町振興計画（後期基本計画）」を上位計画とし、「会津坂下

町都市計画マスタープラン」、「会津坂下町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」、「第三次

会津坂下町教育振興基本計画」といった町の関連計画だけでなく、福島県や会津圏域の計

画と整合を図りながら、本町の目指す将来像の実現に向けた取組を進めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 計画の位置付け 

 

  

町が目指す将来像 

第六次会津坂下町振興計画（後期基本計画） 

福島県・会津圏域の公共交通計画 

福島県地域公共交通計画 

会津圏域地域公共交通計画 

会津圏域地域公共交通利便増進実施計画 

その他関連する計画 

会津坂下町都市計画マスタープラン 

会津坂下町高齢者福祉・介護保険事業計画 

第三次会津坂下町教育振興基本計画 

国の関連法等 

 交通政策基本法 

道路運送法 

地域公共交通の 

活性化及び再生に 

関する法律 

会津坂下町地域公共交通計画 

（令和８年度～令和１２年度） 

目標達成のための施策及び事業 

基本的な方針と目標 

計画の推進及び評価方法 

基づく 

連携 
整合 

連携 整合 
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１―３ 計画の区域 

 本計画の区域は、会津坂下町全域を対象とします。 

 なお、会津坂下町には、会津若松市、喜多方市、柳津町の近隣３市町に跨る広域バス路

線が複数運行されていることから、広域的なバスネットワークや交通結節点のあり方・維

持・再編等については、会津圏域公共交通活性化協議会と連携、調整しながら検討してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２ 計画区域 

広域 

会津圏域

の公共交

通の計画 
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１―４ 計画の期間 

 計画の期間は、令和８年（２０２６）年度から令和１２（２０３０）年度までの５年間

とします。 

 なお、社会情勢の変化や関連する法令・制度の変更、上位・関連計画の見直し等によっ

て、新たな対応が生じた場合は、必要に応じて計画の見直しを検討します。 

 

表１ 計画期間 

 令和８年 

（２０２６） 

令和９年 

（２０２７） 

令和１０年 

（２０２８） 

令和１１年 

（２０２９） 

令和１２年 

（２０３０） 

令和１３年 

（２０３１） 

第六次会津坂下町 

振興計画 

（後期基本計画） 

      

会津圏域 

地域公共交通計画 

      

会津坂下町 

地域公共交通計画 

      

 

１―５ 計画の対象 

本計画の対象となる移動手段は、鉄道・路線バス・タクシー等の既存の公共交通に加え

て、スクールバスや福祉輸送など地域における多様な輸送資源、あわせて新たな公共交通

についても検討の対象とします。 

表２ 対象となる移動手段 

交通手段 事業者・路線等 

路線バス 

会津乗合自動車株式会社 

広域：会津若松・坂下線、喜多方・坂下線、坂下・柳津線 

域内：袋原線、勝方線、御池田線、海老沢線、五ノ併線、杉山線 

鉄道 
只見線 東日本旅客鉄道株式会社（JR 東日本）  

若宮駅、会津坂下駅、塔寺駅、会津坂本駅 

タクシー 河沼自動車有限会社、赤城タクシー有限会社 

その他 スクールバス、送迎バス、福祉交通 など 

 

令和７（２０２５）年度～令和１１（２０２９）年度 

令和８（２０２６）年度～令和１３（２０３１）年度 

令和８（２０２６）年度～令和１２（２０３０）年度 

令和１２（２０３０）年～ 

事業・施策：５年間で優先的に実施すべき取組 



２．会津坂下町における公共交通を取り巻く現状と課題 
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２―１ 公共交通の現状 

（１）町の概況 

 本町は、福島県の西北にある会津盆地の西部に位置し、面積９１．５９ｋ㎡、東西１１

ｋｍ、南北１４ｋｍに広がる町となっています。また、東には標高１７０ｍ前後の農地が

広がり、西には４００ｍ程のなだらかな山が連なり、夏は盆地特有の高温多湿、冬は積雪

１ｍほどの季節感豊かな町です。本町の交通状況は、町西部に会津坂下ＩＣ、南部には新

鶴スマートＩＣを有しており、県庁所在地である福島市まで車で約９０分の圏域となって

います。また、国道４９号が町内を東西に貫いており、交通の要衝となっています。 

 

（２）将来人口と人口分布 

本町の人口は、１９５０年の２７，８２６人でピークを迎え、その後徐々に減少し、１

９７５年に２０，５１０人となりほぼ横ばいで推移していたものの、１９９５年より再び

減少傾向となり１９９６年には２万人を割り込み、２０２０年の国勢調査においては、 

１５，０６８人となりました。人口減少は今後もますます進行すると予想され、このまま

の傾向が続けば、２０４５年には１万人を切り、２０５０年には８，６４１人になると推

計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 総人口の推移 

出典：国勢調査 推計人口は国立社会保障・人口問題研究所による推計人口に準拠し推計 
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（３）年齢３区分からみた人口の推移 

本町の人口推移をみると、年少人口はピークを迎えた１９５０年から急激に減少し、 

１９７０年までの２０年で５０％以上減少しており、生産年齢人口は総人口とほぼ同様の

割合で減少しています。また、老年人口は徐々に増加し続けており、２０２０年以降ほぼ

横ばいで推移しています。 

２０２０年時点での推計では、人口１５，０６８人のうち年少人口が１，６１３人で 

１０．７０％、生産年齢人口が７，９３１人で５２．６４％、老年人口が５，５２４人で

３６．６６％となっています。 

しかし、２０４５年には老年人口が生産年齢人口を上回り、２０５０年には年少人口が

６３１人で７．３０％、生産年齢人口が３，７８２人で４３．７７％となり老年人口が

４，２２８人で４８．９３％となる見通しで、老年人口が生産年齢人口を上回ると推計さ

れます。 
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図４ 年齢３区分別人口の推移 出典：国勢調査 

年少（15 歳未満）、生産年齢（15～65 歳未満）、老年（65 歳以上）の 3 つの区分で表示 
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（４）町の公共交通網 

 町の公共交通網は、広域の公共交通として鉄道（ＪＲ只見線）と周辺市町を結ぶ広域の

路線バス（３路線）が運行しています。また、町の域内の公共交通として、生活路線バス

（６路線）や一般乗用タクシーといった多様な交通サービスが提供されています。 

 

 

  

凡例 

鉄道駅 

鉄道 

バス停留所 

杉山線 

袋原線 

勝方線 

御池田線 

海老沢線 

五ノ併線 

若松・坂下線 

喜多方・坂下線 

坂下・柳津線 

図５ ネットワーク図（令和７（２０２５）年１０月１日時点） 
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（５）鉄道 

表３ 鉄道運行概要（令和７（２０２５）年） 

 

（６）路線バス 

表４ 路線バス運行概要（令和７（２０２５）年１０月１日時点） 

 

 

表５ 路線バス運行実績（令和７（２０２５）年１０月１日時点）

 

上り 下り 若宮駅 会津坂下駅 塔寺駅 会津坂本駅

若宮駅 7 7 － － － 150 210 240

会津坂下駅 7 7 298 ○ 150 － 190 210

塔寺駅 6 6 － － 210 190 － 190

会津坂本駅 6 6 － － 240 210 190 －

東日本

旅客鉄道

株式会社

只見線

１日平均

利用者数

（R6）

有人駅

運賃（円）

事業者 路線名 駅名

運行本数

上り 下り 上り 下り

坂下営業所 窪倉・舟渡 杉山 3 1 0 0 平日 780円

坂下営業所 窪倉・舟渡・洲走 杉山 0 3 0 0 平日 780円

坂下営業所 舟渡 杉山 1 1 0 0 平日 780円

坂下営業所 窪・田中・洲走 杉山 1 0 0 0 平日 780円

坂下営業所 新町・宇内 袋原 3 2 0 0 平日 850円

坂下営業所 新町・見明・宇内 袋原 0 1 0 0 平日 850円

坂下営業所 宇内 袋原 1 0 0 0 平日 850円

坂下営業所 塔寺・勝方村中・牛沢 坂下営業所 4 － 0 0 平日 340円

杉境 勝方村中 坂下営業所 1 0 0 0 平日 340円

坂下営業所 御池田・立川 坂下営業所 4 － 0 0 平日 410円

坂下営業所 立川 御池田公園前 1 0 0 0 平日 410円

坂下営業所 立川 沼越 1 0 0 0 平日 410円

坂下営業所 海老沢・上開津 坂下営業所 4 － 0 0 平日 410円

海老沢 上開津・新開津 坂下営業所 1 0 0 0 平日 410円

坂下営業所 樋渡・中新田 坂下営業所 4 － 0 0 平日 400円

坂下営業所 上新田・橋本金沢・樋渡 大江 1 0 0 0 平日 330円

若松・坂下線 坂下厚生総合病院 七日町・竹田病院前 若松駅前 16 16 11 11 全日 920円

喜多方・坂下線 坂下厚生総合病院 寺町角・大沢・坂下東小 有隣病院前 6 4 4 2 平日・土曜日 940円

坂下・柳津線 坂下営業所 緑町・気多宮 柳津ふれあい館 7 7 7 7 平日・土曜日 920円

五ノ併線

運行日
運賃

（最大）

杉山線

袋原線

勝方線

終点

運行経由

平日 休日路線名

運行本数

起点 経由

御池田線

海老沢線

杉山線 19,204 3,538 18,756 △ 15,218 18.86 2,536 0 12,682

袋原線 34,148 3,975 11,326 △ 7,351 35.09 1,225 0 6,126

勝方線 19,123 1,715 6,932 △ 5,217 24.73 869 0 4,348

御池田線 30,714 2,878 10,294 △ 7,416 27.95 1,235 0 6,181

海老沢線 17,664 1,903 7,119 △ 5,216 26.72 869 0 4,347

五ノ併線 26,025 2,070 8,886 △ 6,816 23.29 1,135 0 5,681

若松・坂下線 126,483 23,420 63,708 △ 40,288 36.76 26,608 8,323 5,357

喜多方・坂下線 50,073 9,368 22,482 △ 13,114 41.66 8,880 1,835 2,399

坂下・柳津線 59,946 8,211 24,210 △ 15,999 33.91 10,103 2,948 2,948

輸送人員

（人）

経常費用

（千円）

経常収支率

（％）

町負担額

（千円）
路線名

経常収益

（千円）

経常損益

（千円）

国・県補助額

（千円）

他市町村負担額

（千円）

資料：東日本旅客鉄道株式会社 

資料：会津乗合自動車株式会社 

資料：会津乗合自動車株式会社 

   令和５（２０２３）年１０月１日～令和６（２０２４）年９月３０日運行実績 
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（６）一般乗用タクシー 

表６ タクシー事業者の一覧（令和７（２０２５）年１０月１日時点） 

 

（７）その他の交通 

 町内には公共交通のほかにも様々な移動サービスとして、送迎バス等が運行しており、

住民等の日常生活を支えています。 

 これらの移動サービスは公共交通に比べて、対象者が明確に設定されており、利用者に

応じたサービス提供を行うことから、対象者にとって利便性の高いものになっています。 

表７ その他移動サービス 

 

河沼自動車株式会社 × － 5
河沼郡会津坂下町

字舘ノ下２１２番地１

赤城タクシー有限会社 × － 4
河沼郡会津坂下町

字市中三番甲３６９９番地

住所事業者名
車いすのまま

乗車可
乗降支援の有無 タクシー保有数

病院の送迎 坂下厚生総合病院（特定患者のみ）

宿泊の施設 割烹旅館 松林閣

サロンの送迎 社会福祉法人会津坂下町社会福祉協議会

幼稚園の通園・降園
南幼稚園：会津乗合自動車株式会社

東幼稚園：河沼自動車株式会社

福祉サービス

NPO法人 真桜会 桜の家 leaf

NPO法人いきいきサポートつくしんぼ ゆうゆうハウス

特定非営利活動法人 かわらごKids かわらご園

社会福祉法人 鶴翔会 ゆきわり荘 あみーち

介護サービス

会津坂下デイサービスセンター

デイサービスしなのき坂下

健康倶楽部あいづデイサービスセンター「アルク」

ニチイケアセンターばんげ

デイサービスセンターあそびりステーション

ＪＡ会津よつば デイサービスすみれ

介護老人保健施設なごみ

特別養護老人ホーム 会津寿楽荘

特別養護老人ホーム ラスール坂下

認知症対応デイサービス ほしのひろば

介護タクシー
あいづ介護福祉タクシー ひまわり

会津幸労人（アイヅコロニー）

区分 運行主体
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２－２ 公共交通を取り巻く課題と解決の方向性 

 「町が目指す将来像及びまちづくりの方向性」の実現に向けて、会津坂下町における地

域の現状、公共交通の現状、実態・ニーズ調査結果等を踏まえると、会津坂下町地域公共

交通計画では以下のような課題に対応した取組を進めていく必要があると考えられます。 

 

【会津坂下町における公共交通を取り巻く課題と解決の方向性】 

課題と解決の方向性① 高齢化と低い満足度を踏まえ使いやすい公共交通の確保が必要 

課題と解決の方向性② 交通手段としての利便性が低く利用者ニーズに応じた見直しが 

必要 

課題と解決の方向性③ サービス維持が困難な中でも交通弱者のために持続可能な公共 

交通の構築が必要 

課題と解決の方向性④ 移動手段の維持に向け、交通事業者と連携した公共交通の利用 

促進が必要 

 

課題と解決の方向性① 高齢化と低い満足度を踏まえ使いやすい公共交通の確保が必要           

○利用しやすい公共交通の満足度が低いことや、さらなる高齢化の進行により、日常の移 

動手段としての公共交通の必要性が高まることから、誰もが利用しやすい公共交通の確

保が必要です。 

図６ 年齢３区分別人口の推移 出典：国勢調査 
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1%

1%

2%

2%

4%

6%

10%

11%

18%

11%

10%

7%

19%

18%

6%

37%

37%

41%

19%

19%

19%

運行本数

運行時間帯

サービス全体に対する評価

満足している ある程度満足している どちらともいえない あまり満足していない

満足していない わからない 無回答

図７ 「路線バス」の満足度 

出典：令和７（２０２５）年公共交通アンケート 

図８ 「JR 只見線」の満足度 

出典：令和７（２０２５）年公共交通アンケート 
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39%
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41%
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17%

17%
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17%

18%

運行本数

運行時間帯

運行ルート

運賃

サービス全体に対する評価

満足している ある程度満足している どちらともいえない あまり満足していない

満足していない わからない 無回答

3%

2%

3%

6%

6%

10%

16%

14%

16%

5%

8%

3%

6%

9%

4%

47%

43%

46%

18%

18%

18%

待ち時間・運行台数

運賃

サービス全体に対する評価

満足している ある程度満足している どちらともいえない あまり満足していない

満足していない わからない 無回答

図９ 「タクシー」の満足度 

出典：令和７（２０２５）年公共交通アンケート 
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課題と解決の方向性② 交通手段としての利便性が低く利用者ニーズに応じた見直しが必要        

○通院や買い物の手段として利用するにあたり、ダイヤが合わないことや停留所や駅まで

の距離があるなど、利便性の低さが課題であり、地域の需要や利用者ニーズに応じた見

直しが必要です。 

 

18

3

3

7

24

44

408

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

無回答

なかなか予約がとれない

待ち時間が長い

その他

特にない

料金が高い

利用する必要がない（自家用車を利用）

15

14

17

26

29

31

58

443

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

無回答

その他

特にない

バス停までが遠い

料金が高い

行きたいところへ行けない

利用したい時間に運行していない

利用する必要がない（自家用車を利用）

（人） 

図１０ 「路線バス」を利用していない理由 

出典：令和７（２０２５）年公共交通アンケート 

 

21

6

10

19

33

50

429

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

無回答

その他

料金が高い

駅までの交通手段がない

特にない

利用したい時間に運行していない

利用する必要がない（自家用車を利用）

（人） 

図１１ 「JR 只見線」を利用していない理由 

出典：令和７（２０２５）年公共交通アンケート 

 

図１２ 「タクシー」を利用していない理由 

出典：令和７（２０２５）年公共交通アンケート 

 

（人） 



 

- 13 - 

 

課題と解決の方向性③ サービス維持が困難な中でも交通弱者のために持続可能な公共交通の構築が必要  

○人材不足や運行経費が増加しているにもかかわらず、利用者が減少し続けると現行のサ

ービス水準の維持が困難となります。その一方で、公共交通は高齢者など交通弱者の生

活に必要な移動手段として、重要な役割を担っていることから、持続可能な公共交通の

確保が必要です。 

 

 

45

2

10

56

91

101

121

134

0 50 100 150

無回答

公共交通は必要ない

その他

町がさらに財政負担を行い、サービスレベルの維持向上を図っ

た方が良い

わからない

現状のサービスレベルを維持するのが良い

地域の団体や企業等が連携し財政負担を行い、サービスレベル

の維持向上を図った方が良い

財政負担を抑制するため、優先順位をつけ、必要最小限の公共

交通体系を構築させた方が良い

図１４ 今後の会津坂下町全体の公共交通のあり方 

出典：令和７（２０２５）年公共交通アンケート 

 

図１３ 補助金と町の財政負担の推移 

0 0 
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40,000

50,000

60,000
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一般財源（ＪＲ只見線） 一般財源（路線バス） 委託バスに係る国県補助金

（千円） 
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課題と解決の方向性④ 移動手段の維持に向け、交通事業者と連携した公共交通の利用促進が必要      

○利用者の減少や運行維持が厳しい状況から、生活に必要な移動手段を維持していくため

に、交通事業者と連携したさらなる公共交通の利用促進が必要です。 

 

79

9

26

47

73

90

91

101

126

230

290

0 100 200 300 400

無回答

取り組みは特に必要ない

定時性の確保（運行遅れが少ない）

１便あたりの運行時間の短縮（低利用バス停の廃止・運行

経路の見直し）

近所同士の助け合い送迎に対する支援

施設の滞在時間に合わせたダイヤの設定

乗り継ぎ時間の適正化（待ち時間の短縮）

公共交通以外の移動手段の導入支援（ライドシェア等）

町と隣接自治体との連携によるアクセス性の向上

子どもの通学の利便性向上

町内を巡る移動手段の充実（コミュニティバス等）

（人） 

図１５ 利用しやすい公共交通とするための取組（移動手段） 

出典：令和７（２０２５）年公共交通アンケート 
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20

25

55

61

65

66

75

97

102

108

123

181

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

無回答

基本的な乗り方ガイドの発行

取り組みは特に必要ない

具体的なモデルコース（使い方）の提案

待合環境の改善

自宅近くにおけるバス停の新設

バス停（名称や時刻表）の見やすさの改善

乗継拠点（バス停等）での運行情報の充実

乗るべき車両のわかりやすさの向上

運賃の支払い方法（電子マネー等）の充実

車両の乗降しやすさの向上（バリアフリー化）

オンライン上の運行情報（経路・遅延等）の充実

総合的な公共交通マップ・時刻表の導入

図１６ 利用しやすい公共交通とするための取組（利用環境） 

出典：令和７（２０２５）年公共交通アンケート 

 

（人） 
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110

22

28

36

52

91

122

175

182

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

無回答

運賃の値上げ

出前講座・乗車体験会の実施

取り組みは特に必要ない

車内広告の募集

自動運転の導入

ＡＩなどの活用による運航業務の効率化

交通事業者の運転手募集の支援

ふるさと納税の活用

図１７ 利用しやすい公共交通とするための取組（財源確保） 

出典：令和７（２０２５）年公共交通アンケート 

 

（人） 



３．基本的な方針と目標 
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３－１ 会津坂下町の将来像およびまちづくりの方向性 

【第六次会津坂下町振興計画（後期基本計画）】 

（令和７（２０２５）年度～令和１１（２０２９）年度） 

 

 

 

 

 

 

    

項 目 内 容 

まちの将来像 
やっぱり“ばんげ”がいい！ 

～住み続けたい、やりたい事があふれるまち～ 

まちづくりの目標 

（１）自ら学び、学び合う「ひとづくり」 

（２）安全・健康で、快適な「くらしづくり」 

（３）活力と魅力があふれ、人が集う「しごとづくり」 

（４）一人ひとりがつながり、みんなで創る「しくみづくり」 

関連記述 

第３章 重点施策 

３ 公共交通対策 

【持続可能な公共交通の確保】 

 現在の運行サービス水準を維持しながらも、財政負担を抑えた効

率的な運行体系を研究し、持続可能な公共交通を確保します。 

【利便性の高い公共交通の構築】 

 子どもや高齢者といった交通弱者だけでなく、だれもが利用しや

すい移動手段を確保します。また、路線バスや鉄道、タクシーとい

った各交通手段の相互の乗り継ぎが円滑となる便利な公共交通体系

を構築します。 

【公共交通の利用促進】 

 商店街や観光施設、交通事業者などが連携する仕組みを構築し、

利用者の増加対策に取り組みます。 

図１８ まちの将来像及びまちづくりの施策の基本方向 

やっぱり“ばんげ”がいい！ 
～住み続けたい、やりたい事があふれるまち～ 

Ⅰ 自ら学び、学び合う「ひとづくり」            
 第 1節 子育て・教育環境の整備 

 第 2節 生涯学習・スポーツの推進 

 第 3節 歴史・文化の伝承 

Ⅱ 安全・健康で、快適な「くらしづくり」              
 第 1節 健康づくり 

 第 2節 福祉の充実 

 第 3節 安全・安心な環境づくり 

 第 4節 循環型社会の形成  

 第 5節 住みやすい環境づくり 

Ⅲ 活力と魅力があふれ、人が集う「しごとづくり」     
 第 1節 農業の振興 

 第 2節 商工業の振興 

 第 3節 観光・交流の促進  

Ⅳ 一人ひとりがつながり、みんなで創る「しくみづくり」 

第 1 節 地域運営のしくみづくり 
 第 2節 住民が参画するしくみづくり 

 第 3節 行財政運営の強化  

「公共交通対策」を 

重点施策に位置付け 
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【会津坂下町都市計画マスタープラン】 

項 目 内 容 

将来の都市像 
豊かな自然・歴史環境に包まれた 

暮らしやすく活力あるまち ばんげ 

まちづくり施策の 

基本方向 

（１）誰もが安心、快適に暮らせる都市づくり 

（２）会津坂下町の魅力・資源を活かす都市づくり 

（３）町民・企業・行政がみんなで進める都市づくり 

関連記述 

第２節 交通体系整備の方針 

３．公共交通の整備 

高齢化する地域社会の生活交通手段を確保し、誰もが安全・快適

にまちに出ることができるよう、鉄道及び路線バスの機能強化と交

通結節点の機能強化に努めるとともに、そのことにより、公共交通

の利用を増進し、都市交通の維持、充実を図ります。 

（１）鉄道及び路線バスの機能強化 

① 鉄道交通 ② バス交通 

（２）交通結節点の機能の強化 

バス交通との連携を図り、駅とまちなかを結び、駅を起点とした

人の流れを形成します。 

 

 

  

図１９ 将来都市構造図 
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【会津坂下町高齢者福祉・介護保険事業計画】 

（令和６（２０２４）年度～令和８（２０２６）年度） 

項 目 内 容 

基本理念 
みんながつながる、みんなで支える共生社会と 

生きがいのある、いきいき健康長寿の実現 

基本目標 

（１）地域で支え合うしくみづくり 

（２）介護予防・健康づくり施策の充実・推進 

（３）安心で自立した生活への支援の充実 

（４）質の高い介護サービスの基盤整備 

関連記述 

第４章 地域支援事業の取り組み、第２節 包括的支援事業 

２．社会保障充実分、 （２）生活支援体制整備事業 

概 要 

高齢者の生活支援ニーズに対応するため、生活支援サービスを担う多様

な事業主体と連携しながら、多様な日常生活の支援体制の充実・強化及び、

高齢者の社会参加を一体的に図ります。 

【取組内容】 

支援の担い手として、積極的に高齢者を含めた地域住民の参加を促し、社

会参加による介護予防を推進します。 

独居世帯や高齢者のみの世帯が増加する中で、買い物や通院などの日常

生活を支援するための、送迎支援の体制を構築します 

 

【第三次会津坂下町教育振興基本計画】 

（令和７（２０２５）年度～令和１１（２０２９）年度 ） 

項 目 内 容 

基本理念 
生きる喜びを育む教育 

自ら学び、学び合う「ひとづくり」 

基本目標 

（１）子育て・教育環境の整備 

（２）生涯学習・スポーツの推進 

（３）歴史・文化の伝承 

関連記述 

１ 子育て・教育環境の整備 

（ １ ） 子育て支援 

全てのこどもが健やかに成長し、また、子育て当事者が不安や孤立感を感

じることなく安心して出産・子育てができるよう、支援体制の整備を進め、

家庭の養育力向上を目指す。 

 

② こどもを安心して産み育てられる環境をつくる。 

（ ⅲ ） 経済的支援の推進 

○ 小中学生の通学バス定期券への助成を行います。 
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３－２ 基本方針と計画の目標 

「公共交通の現状」や「公共交通を取り巻く課題と解決の方向性」、そして「会津坂下町

の将来像およびまちづくりの方向性」を踏まえて、計画の基本方針と計画の目標を次のと

おり定めます。 

【基本方針】 

【計画の目標】 

○日常生活の移動手段として、地域の実情や利用実態を踏まえた交通体系の再構築を進

めるとともに、需要に応じた運行体系の導入や支援制度の拡充を図ることで、町民の

移動手段を確保し、安心して暮らせる地域づくりを目指します。

○公共交通の利便性を高めるため、町内外が一体的に移動できる交通ネットワークを形

成し、停留所や待合所の環境改善と公共交通における情報提供の充実を進め、使いや

すい・わかりやすい公共交通を構築することで、利用者の増加を目指します。

○公共交通の維持・発展に向け、行政や交通事業者、地域団体、町民などの幅広い主体

と連携し、持続可能な運行体制の構築や利用促進を進めることで、地域全体で公共交

通を支えるという意識の醸成を目指します。

目標１：利用者のニーズに対応した交通体系の確保 

目標３：町民、交通事業者、行政の協働による持続可能なしくみづくり 

目標２：利便性の高い公共交通の構築 
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目標１： 

利用者のニーズに対応

した交通体系の確保 

目標３： 

町民、交通事業者、 

行政の協働による持続

可能なしくみづくり 

目標２： 

利便性の高い公共交通

の構築 
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３－３ 会津坂下町の地域公共交通の将来像 

計画の基本的な方針、目標を踏まえて、本町の地域公共交通のネットワークの将来イメ

ージと機能・役割等を次のとおり定めます。 

図２０ 公共交通ネットワークの将来イメージ 
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※１ 中心拠点・・・公共施設や商業施設が立地する道路及びその周辺、または人々の移

動の主要目的地となる拠点 

※２ 地域拠点・・・生活圏のまとまりに対応して、地域住民の生活と地域間交流を支え

る生活拠点 

※３ 交通結節点・・異なる交通手段を円滑に転換させるための機能を持った場所

機能等 交通モード 主な対象 

広域交通 

町内各地域および周辺市町

村と中心拠点※１を結び、日

常生活に必要なサービス水

準を確保する地域間交通 

鉄道 只見線 

タ
ク
シ
ー

広域路線バス 

若松・坂下線 

喜多方・坂下線 

坂下・柳津線 

周辺市町村が運行する町内

の中心拠点を結ぶ地域交通 

周辺市町村が運行する

コミュニティバス等

地域間交通 

町内各地域および地域拠点
※２と中心拠点との移動を支

える交通

路線バス 

杉山線 

袋原線 

勝方線 

御池田線 

海老沢線 

五ノ併線 

他の交通モードが運行して

いない交通空白時間をカバ

ーする交通 

新たな交通体系 
コミュニティバスや

AI デマンド交通等

地域内交通 
中心拠点や各交通結節点※３

で広域交通に接続する交通 

路線バス 

杉山線 

袋原線 

勝方線 

御池田線 

海老沢線 

五ノ併線 

新たな交通体系 
コミュニティバスや

AI デマンド交通等

送迎サービス 
特定の人に対して、施設ま

での移動を提供 
― 

病院や福祉施設などの送迎

バス 

福祉・介護交通 

一人では公共交通の利用が

困難な方に対して個別輸送

を提供 

― 福祉有償運送 

【会津坂下町の公共交通の機能等】 



４．目標達成のための施策および事業 
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４―１ 施策体系 

本計画の目標達成のために行う施策体系を次のとおり定めます。 

  

【基本方針】 【計画の目標】 【施策体系】 

 

目標１： 

利用者のニーズ 

に対応した交通 

体系の確保 

施策１：運行体系の再構築 

事業１－１ 域内交通（路線バス）の見直し・改善 

事業１－２ 広域交通（路線バス）の維持・確保 

事業１－３ 広域交通（鉄道）の維持・確保 

施策２：新たな移動手段の確保 

事業２ コミュニティバスなど新たな公共交通体系の 

検討・導入 

施策３：補助制度の拡充 

事業３－１ 高齢者に対する路線バスＩＣカード乗車券 

補助の継続・見直し 

事業３－２ 公共交通を利用している学生に対する通学 

定期補助の導入 

事業３－３ タクシー助成券の見直し・拡充 

目標２： 

利便性の高い 

公共交通の構築 

施策４：乗り継ぎ利便性の向上 

事業４－１ 広域公共交通との乗り継ぎ時間改善と 

接続便の確保 

事業４－２ 鉄道駅接続への検討・調整 

施策５：利用環境の改善 

事業５－１ 公共交通情報ツールの強化 

事業５－２ 利用案内や待合環境の整備 

目標３： 

町民、交通事業 

者、行政の協働 

による持続可能 

なしくみづくり 

施策６：担い手不足対策 

事業６ 第二種免許取得に対する支援 

施策７：地域との協働による取組 

事業７－１ 地域と連携した啓発活動の充実 

事業７－２ 民間企業・施設と連携した利用促進 
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４―２ 各事業の内容と実施主体 

施策１： 運行体系の再構築  

 

事業１－１  域内交通（路線バス）の見直し・改善  

【実施主体：会津坂下町、運行事業者】 

域内交通を町民のニーズに合ったものにするために、利用実態や町民から寄せられる意

見や要望を正確に把握し、運行内容を定期的に改善していき、効率的かつ持続性のある路

線再編を実施することで、町民の日常生活における移動手段を維持・確保します。 

また、新たな振興施設や商業施設などの整備に伴い、バス路線の再編やバス停の追加な

どの見直しを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図２１ 域内路線バスにおける運行ルートとバス停位置 
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事業１－２  広域交通（路線バス）の維持・確保  

【実施主体：会津坂下町、運行事業者、関係市町村】 

広域路線バスにおいても、通勤や通学など日常生活圏が拡大する中における移動手段と

して維持が求められることから、会津圏域地域公共交通計画及び会津圏域地域公共交通利

便増進実施計画に基づき、県や各関係市町村、バス事業者と連携し、国県の支援制度を活

用しながら広域路線バスの維持・確保に取り組んでいきます。 

 

表８ 若松・坂下線における見直しの方向性 

 

 

 

表９ 喜多方・坂下線における見直しの方向性 

 

  

現状と課題

見直しの

方向性

・会津坂下町と湯川村と会津若松市を繋ぐ広域路線であり、鉄道より速達性が高い。

・会津若松駅前の利用が多く、その他利用が見られる区間は、坂下厚生病院、坂下東小

　学校（スクール利用）など、利用がない区間はほとんど見られない。

・ハイスクールエクスプレス（坂下⇔若松市内の高校）の廃止により、通学需要

　を支える役割が増している。

・会津若松市内の高校にアクセスしていない。

・会津坂下町新庁舎が旧坂下厚生総合病院跡地に移転予定

①会津農林高校を経由、バス停新設、通学時間に合わせたダイヤの見直し

②会津学鳳高校へ延伸、バス停新設、通学時間に合わせたダイヤの見直し

③星医院、ブイチェーン、メガステージ会津坂下付近にバス停を設置

④会津坂下町新庁舎開庁に合わせたバス停新設、経路変更

現状と課題

見直しの

方向性

・喜多方市と会津坂下町を繋ぐ広域路線（鉄道は会津若松駅経由で乗り継ぎ）。

・利用が見られる区間は坂下東小学校（スクール利用）、喜多方駅、喜多方街道入口、

　坂下営業所など。

・病院送迎バスがあり、喜多方駅～有隣病院間は利用が少ない。

・ハイスクールエクスプレス（坂下⇔喜多方市内の高校）の廃止や会津農林高校耶麻校舎

　の閉校も重なり、通学需要を支える役割が増している。

・バス停が会津農林高校、喜多方高校から少し離れている。

・会津坂下町新庁舎が旧坂下厚生総合病院跡地に移転予定

①会津農林高校を経由、バス停新設、通学時間に合わせたダイヤの見直し

②星医院、ブイチェーン、メガステージ会津坂下付近にバス停を設置

③喜多方桐桜高校、喜多方高校の通学時間に合わせたダイヤの見直し

④会津坂下町新庁舎開庁に合わせたバス停新設、経路変更
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表１０ 坂下・柳津線における見直し方向性 

 

 

 

事業１－３  広域交通（鉄道）の維持・確保  

【実施主体：会津坂下町、運行事業者、関係市町村】 

只見線においても通勤や通学など日常生活圏が拡大する中における移動手段として維

持・確保が求められることから、利便性を高めるために、ダイヤの改正や輸送力の充実強

化などを JR へ陳情・要望を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題

見直しの

方向性

・会津坂下町と柳津町を繋ぐ広域路線であり、JR 只見線と並行して運行している。

・本数の少ないJR 只見線を補完するとともに、鉄道駅間に居住する住民にとって

　欠かすことのできない交通手段。

・利用が見られる区間は、坂下南小学校（スクール利用）、坂下厚生病院、柳津町内

　～柳津ふれあい館間など。

・仲町～坂下営業所間の利用が少ない。

・会津農林高校耶麻校舎の閉校により、通学需要を支える役割が増している。

・バス停が会津農林高校から少し離れている。

・会津坂下町新庁舎が旧坂下厚生総合病院跡地に移転予定

①メガステージ会津坂下付近にバス停を設置

②道の駅会津やないづへの延伸、バス停新設（柳津駅～道の駅を繋ぐ）

③会津坂下町新庁舎開庁に合わせたバス停新設、経路変更

図２２ 令和４（２０２２）年 只見線全線運転再開時の様子 
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施策２：新たな移動手段の確保  

 

事業２  コミュニティバスなど 新たな公共交通体系の検討・導入  

【実施主体：会津坂下町、各運行事業者、その他関係者】 

町民の日常生活の移動環境の充実や外出機会の創出のため、コミュニティバスやデマン

ド交通といった新しい公共交通体系の導入に向け、検討を進めます。 

また、地域の移動需要や運行形態の有効性を確認するために、令和７年度１０月より町

内の一部地域にて定時定路線型コミュニティバスの実証運行を実施しており、その結果を

踏まえたうえで、運行内容の改善や本格導入の可否について判断します。 

なお、導入にあたっては、運行ルートや料金体系など、町民にとって分かりやすく、使

いやすい仕組みとなるように検討を進め、町内外への移動が円滑となるような仕組みを作

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２３ 会津坂下町コミュニティバス実証運行の様子と広報紙 
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施策３：補助制度の拡充  

 

事業３－１  高齢者に対する路線バスＩＣカード乗車券補助の継続・見直し 

【実施主体：会津坂下町、運行事業者】 

町では、高齢者が路線バスに乗って移動するきっかけをつくり、路線バスの利用促進及

び高齢者の交通事故防止を図ることで、高齢者にやさしいまちづくりを進めることを目的

に、満６５歳以上の町民に対して会津乗合自動車株式会社の路線バスで利用できる IC カ

ード 8,000 円分の補助を実施しています。 

 今後も継続的に活用してもらうために、制度の周知や利用方法の案内強化だけでなく、 

補助制度の見直しも検討していきます。 

          表１１ 補助件数 

  
令和５年 

（２０２３） 
令和６年 

（２０２４） 
令和７年 

（２０２５） 

補助件数 ２６８件 ２８２件 ３３３件 

※令和６（２０２４）年７月までは回数券で配布 

 IC カード乗車券補助は令和６（２０２４）年７月から実施 

 

 

事業３－２  公共交通を利用している学生に対する通学定期補助の導入  

【実施主体：会津坂下町、各運行事業者】 

高等学校等へ公共交通を利用して通学する生徒の保護者に対し、通学定期券購入費の一

部助成を実施します。 

只見線や路線バスなど公共交通の利用促進を図るとともに、保護者の経済的負担の軽減

を図ることで学生が安心して学校へ通える環境を整えます。 

表１２ 町内からの地域別進学状況（令和８（２０２６）年度の見込み） 

 

通学地域 高校１年生 高校2年生 高校3年生 合計

会津若松市 75 58 65 198

会津美里町 8 5 9 22

喜多方市 10 9 8 27

西会津町 4 2 4 10

会津坂下町 31 20 27 78

合計（人） 128 94 113 335

通学地域 中学1年生 中学2年生 中学3年生 合計

会津坂下町 97 92 116 305

会津若松市 4 8 5 17

合計（人） 101 100 121 322

図 IC カード乗車券イメージ 
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事業３－３  タクシー助成券の見直し ・拡充  

【実施主体：会津坂下町、運行事業者】 

町では運転免許証自主返納の促進を図るとともに、交通事故の減少を目的とし、運転免

許証を自主返納した方に対して、町内のタクシー事業者で利用できる助成券１万円分を交

付しています。 

 高齢者や障がいのある方、移動手段の確保が困難な方などの移動を支援するためにも、

交付対象の拡大や利用回数・助成額の増加など、より多様な利用者が助成を受けられる制

度の拡充を検討します。 

 

図２４ 交付しているタクシー助成券イメージ 

 

表１３ 運転免許の自主返納者等に対する高齢者支援施策一覧（周辺自治体） 

 

出典：福島県警察本部ホームページ 

 

 

  

自治体名

湯川村

西会津町

下郷町

取組内容

６５歳以上で普通運転免許証を所持していない方に対し、路線バス、タクシー

（福祉タクシーを含む）利用助成券25,000円分を交付

町民の自主返納者（６５歳以上）に対し、①デマンドバス②タクシー券

③西会津町共通商品券から、30,000円分を１回に限り交付

町内居住の７０歳以上の者に対し、年１回12,000円のタクシー券を交付
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施策４：乗り継ぎ利便性の向上  

 

事業４－１  広域交通との乗 り継ぎ時間改善と接続便の確保  

【実施主体：会津坂下町、運行事業者】 

会津坂下駅・会津乗合自動車坂下営業所・坂下厚生総合病院といった主要な中心拠点の

ほかに、若宮駅・塔寺駅・会津坂本駅といった交通結節点において、域内交通と広域交通

との移動を円滑にするため、只見線や広域路線バスとの乗り継ぎ時間の改善を図ります。 

 また、需要が見込まれる時間帯においては、接続しやすい便の確保や、必要に応じた運

行ダイヤの見直しを行うことで、利用者が使いやすい環境整備を進め、公共交通の利用促

進と地域全体のアクセス向上に繋げます。 

 

事業４－ ２  鉄道駅接続への検討・調整  

【実施主体：会津坂下町、運行事業者】 

只見線と他の公共交通との連携を図るために、接続方法や乗り継ぎ環境の改善に向けた

検討や調整を実施します。特に会津坂下駅においては、乗降場所の確保やバス停の設置に

ついて検討を行い、公共交通の利用者が円滑に乗り継ぎできる環境の構築を図ります。 

また、駅周辺の環境整備も併せて進めることで、地域内外への移動を支える拠点として

利用しやすい駅前環境の整備を推進します。 

 

  

路線バスと駅との

接続が確保されて

いない 

図２５ 会津坂下駅の現況 



 

- 31 - 

 

施策５：利用環境の改善  

 

事業５－１  公共交通情報ツールの強化  

【実施主体：会津坂下町、各運行事業者、その他関係者】 

町民がより公共交通の情報を把握するために、総合的な公共交通の情報案内ツールとし

て、町全体での公共交通マップやパンフレットなどの作成を行うことで、公共施設や商業

施設、医療機関へのアクセス向上に繋げます。 

また、広報誌やホームページへの掲載だけでなく、SNS などでの情報発信を強化するこ

とで、公共交通の情報を入手しやすい仕組みを作ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２６ 施策事例紹介（喜多方市地域公共交通総合パンフレット） 

出典：喜多方市ホームページ 

 

事業５－２  利用案内や待合環境の整備  

【実施主体：会津坂下町、運行事業者、町民】 

町民が公共交通を安心して利用できるために、利用案内の充実と待合環境の改善を進め

ます。駅前や公共施設において、公共交通の時刻表や路線図の掲示、乗り継ぎ案内などを

掲載した案内看板等の設置を検討します。 

 また、公共交通の待合所の設置や改修を検討し、利用者が安全で快適となるような環境

整備もあわせて進めることで、利用環境の向上を図ります。 

 

 

 

  

  

図２７ 会津坂下駅前公衆トイレ整備 
（令和３（２０２１）年度 施工） 

図２８ 会津坂本駅舎整備 
（令和４（２０２２）年度 施工） 
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施策６：担い手不足対策  

 

事業６  第二種免許取得に対する支援  

【実施主体：会津坂下町、各運行事業者】 

今後の公共交通を安定的に運行させていくためにも、旅客運送に必要な第二種免許を有

する運転手の確保が必要であることから、交通事業者と連携し免許取得にかかる費用の一

部を助成する制度設計を行います。 

 

施策７：地域との協働による取組  

 

事業７－１  地域と連携した啓発活動の充実  

【実施主体：会津坂下町、各運行事業者、町民、各関係団体】 

自治会や学校、民間企業など多様な人々に対して、公共交通の役割や利便性を広く理解

してもらうため、乗車体験会の実施や公共交通に関連したイベントの開催など、地域が一

体となった協働での取り組みを検討します。町民が公共交通に触れる機会を増やすととも

に、利用を促す環境づくりを行うことで、地域全体で公共交通を支える意識の醸成に繋げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業７－２  民間企業・施設と連携した利用促進  

【実施主体：会津坂下町、各運行事業者、商業施設、町民】 

 商業施設や民間企業と連携し、公共交通利用者への割引券の交付や、利用者が買い物時

に特典を受けられるサービスを充実させることで、公共交通への魅力を高め、利用促進を

強化します。 

 

 

  

 

 

見 本 

図３０ 町で実施している利用促進 
左：道の駅あいづで利用できる割引券 右：商店街や商業施設で特典を受けられる会員証 

図２９ 出前講座、乗車体験会の様子 
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４―３ 事業の実施スケジュール 

計画の基本目標の実現に向けて、取り組む事業の実施スケジュールは一覧のとおりで

す。 

表１４ 事業一覧 

 

  

令和８年

（２０２６）

令和９年

（２０２７）

令和１０年

（２０２８）

令和１１年

（２０２９）

令和１２年

（２０３０）

施策１：運行体系の再構築

事業１－１　域内交通（路線バス）の見直し・改善

事業１－２　広域交通（路線バス）の維持・確保

事業１－３　広域交通（鉄道）の維持・確保

施策２：新たな移動手段の確保

事業２　コミュニティバスなど新たな公共交通体系の

　　　　検討・導入

施策３：補助制度の拡充

事業３－１　高齢者に対する路線バスＩＣカード乗車券

　　　　　　補助の継続・見直し

事業３－２　公共交通を利用している学生に対する通学

　　　　　　定期補助の導入

事業３－３　タクシー助成券の見直し・拡充

施策４：乗り継ぎ利便性の向上

事業４－１　広域公共交通との乗り継ぎ時間改善と

　　　　　　接続便の確保

事業４－２　鉄道駅接続への検討・調整

施策５：利用環境の改善

事業５－１　公共交通情報ツールの強化

事業５－２　利用案内や待合環境の整備

施策６：担い手不足対策

事業６　第二種免許取得に対する支援

施策７：地域との協働による取組

事業７－１　地域と連携した啓発活動の充実

事業７－２　民間企業・施設と連携した利用促進

事業名

スケジュール

実施・拡充

実施

協議・検討

本格運行実証実験・検討

要望・陳情の実施

効果検証協議・再編の実施

協議・再編の実施

実施 効果検証

効果検証

効果検証

見直し

見直し

見直し

効果検証 見直し

効果検証

実施 効果検証 見直し

協議・検討

協議・検討 見直し

見直し

協議・検討 見直し

協議・検討 見直し

効果検証

効果検証

検討・調整 実施

実施・検証

効果検証

効果検証

協議・検討
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５―１ 実施主体と役割 

本計画を進めるにあたって、「行政」「交通事業者」「地域（町民や民間など）」の３者が

連携し、一体となり、計画目標の達成に向け取り組むとともに、それぞれの役割を確認し

ながら持続可能な交通体系の構築を目指します。 

また、公共交通に関係する「各関係機関」との連携により、持続性が高い公共交通を目

指します。 

表１５ 実施主体とその基本的な役割 

実 施 主 体 基 本 的 な 役 割 

行政 

・主体的に計画の管理および事業の推進を図るとともに、公共交通

の確保・維持に向けた検討を行う。 

・関係機関や周辺市町村と協議や調整を行い、連携を図る。 

交通事業者 
・公共交通の運営・運行主体として、行政とともに持続可能な公共 

交通を確保する。 

地域（町民や民間） 
・公共交通を利用するとともに、行政と協働で公共交通を支えるた

めの取組を行う。 

各関係機関 ・公共交通における調整や連携を図る。 

 

５―２ 計画の推進体制 

本計画の推進は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９

号）に基づく協議会である「会津坂下町地域公共交通協議会」における協議を踏まえ、会

津坂下町が推進していきます。 

また、本計画に位置付けられた各施策・事業の実施に向けては、必要に応じて「分科

会」での専門的な調査や検討を行います。分科会は、会津坂下町地域公共交通会議の構成

員を基本とし、協議・調整を行っていくとともに、そのほか必要に応じて会議構成員以外

の関係者の参画を求めます。 
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５―３ PDCA サイクルによる評価・検証 

本計画は、計画策定（Plan）、施策・事業実施（Do）、モニタリング・評価（Check）、

見直し・改善（Action）を繰り返す PDCA サイクルの考え方により推進していきます。 

毎年度の施策・事業の実施・評価・見直しという短期の PDCA サイクルと、計画期間を

通しての長期の PDCA サイクルにより、計画の推進及び進捗管理を行っていきます。 

 

表１６ 毎年度の短期の PDCA サイクル、計画期間を通しての長期の PDCA サイクル 

 令和８年 

（１年目） 
令和９年 

（２年目） 
令和１０年 

（３年目） 

令和１１年 

（４年目） 

令和１２年 

（５年目） 

施策・事業の実施  

    

施策・事業の 

モニタリング・評価 

 
    

計画の評価指標の 

モニタリング・評価 
 

  

 

 

計画の見直し 

検討・改訂 

     

 

表１７ 年間の想定スケジュール 

 4 月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

地域公共交通 

会議等の開催 

            

計画に基づき 

実施する内容 

            

関連する 

行政事務 

            

 

  

実施 D 
準備 

実施 D 
準備 

実施 D 
準備 

実施 D 
準備 

実施 D 
準備 

 C  A・P  C  A・P  C  A・P  C  A・P  C 

評価 
指標 C 評価 

指標 C 評価 
指標 C 評価 

指標 C 評価指標・ 
計画の評価 C 

必要に応じて計画変更 Ａ・Ｐ 

/ 

次期計画の検討 Ａ・Ｐ 

前年度を踏ま 
えた事業計画 P 

交通会議① 

分科会（適宜開催） 

施策・事業の実施  D 
準備 

次年度の事業 
計画の具体化 P 施策・事業の 

モニタリング C 次年度への 
見直し検討 A 

次年度予算要求 

交通会議② 
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５―４ 評価指標・数値目標 

（１）評価指標及び数値目標の設定 

本計画の達成状況を評価するための評価指標及び数値目標を次のとおり定めます。 

 

表１８ 評価指標及び数値目標 

 

  
計画の目標 評価指標 単位 現状値 目標値 算出方法

146,878 193,000

令和６年度

（２０２４）

令和１２年度

（２０３０）

236,502 237,000

令和６年度

（２０２４）

令和１２年度

（２０３０）

104,000 104,000

令和５年度

（２０２３）

令和１１年度

（２０２９）

10.6 14

令和６年度

（２０２４）

令和１２年度

（２０３０）

15.2 30

令和５年度

（２０２３）

令和１２年度

（２０３０）

― 2

令和６年度

（２０２４）

令和１２年度

（２０３０）

78.3 80

令和５年度

（２０２３）

令和１２年度

（２０３０）

域内交通の年間利用者数

目標２：

利便性の高い

公共交通の構築

乗車体験会や出前講座等の実施回数

住民満足度調査に基づく重要度％

目標１：

利用者のニーズ

に対応した交通

体系の確保

人／年

人／年

域内交通利用者数

（年間）
人／年

広域路線バスの年間利用者数

会津坂下駅における只見線の

年間利用者数

町民一人あたりの公共交

通の利用回数
回／年

目標年度時の会津坂下町人口に対す

る、域内交通の利用者数の合計値

広域路線バス利用者数

（年間）

鉄道利用者数

（年間）

公共交通の満足度 ％ 住民満足度調査に基づく満足度

目標３：

町民、交通事業

者、行政の協働

による持続可能

なしくみづくり

地域と連携した

啓発活動の実施回数

公共交通の

重要度

回／年

検討・協
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（２）指標の算出方法と目標値の設定方法 

域内公共交通利用者数（年間）  

 

 

広域路線バス利用者数（年間）  

 

 

鉄道利用者数（年間）  

 

指標の設定の理由
域内交通の年間利用者数から、町民の日常生活に必要な移動手段が維持・確保されている

かを評価します。

算出方法
杉山線、袋原線、勝方線、御池田線、海老沢線、五ノ併線の年間利用者数を用います。

また、新たに公共交通体系を追加する場合はその利用者数も含みます。

目標値の設定
路線バス利用者の現況値の維持と新たな公共交通体系を追加することでの利用者増加を目

標とします。（第六次会津坂下町振興計画後期基本計画に基づく）

使用データ

会津乗合自動車株式会社から提供　輸送人員の総計

現況値は令和６年度（令和５年10月1日～令和６年9月30日）

「福島県市町村生活交通対策事業経常収支表」

指標の設定の理由
広域路線バスの年間利用者数から、広域的な移動手段に対する移動手段が維持・確保され

ているかを評価します。

算出方法 若松、坂下線、喜多方・坂下線、坂下・柳津線の年間利用者数を用います。

目標値の設定 路線バス利用者の現況値の維持を目標とします。

使用データ
会津乗合自動車株式会社から提供　輸送人員の総計

現況値は令和６年度（令和５年10月1日～令和６年9月30日 「地域間幹線系統補助実績」

指標の設定の理由
広域交通における鉄道の年間利用者数から、広域的な移動手段に対する移動手段が維持・

確保されているかを評価します。

算出方法 会津坂下駅における只見線の年間利用者数を用います。

目標値の設定 鉄道利用者の現況値の維持を目標とします。

使用データ
福島県統計年鑑　鉄道輸送状況

現況値は「第139回　福島県統計年鑑2025」
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町民一人あたりの公共交通の利用回数  

 

 

公共交通の満足度  

 

 

  

指標の設定の理由 公共交通の利便性が高まり、公共交通が利用されているかを評価します。

算出方法

目標年度時の会津坂下町人口に対する、杉山線、袋原線、勝方線、御池田線、海老沢線、

五ノ併線の利用者数の合計値を用います。また、新たに公共交通体系を追加する場合はそ

の利用者数も含みます。

目標値の設定 域内公共交通利用者数（年間）の目標と併せて利用回数の増加を目標とします。

使用データ

会津乗合自動車株式会社から提供　輸送人員の総計

令和６年１０月１日の推計人口を基に計算

現況値は令和６年度（令和５年１０月１日～令和６年９月３０日）

指標の設定の理由 公共交通の利便性が高まり、公共交通に対する満足度が向上されているかを評価します。

算出方法 アンケート調査に基づく満足度の割合を用います。

目標値の設定
現況よりも公共交通に対する満足度が向上されている状態を目標とします。

（第六次会津坂下町振興計画後期基本計画に基づく）

使用データ

住民満足度調査に基づく「これまでの満足度」（問８）

「利用しやすい公共交通手段が確保されている」に対して「満足している」「ある程度満

足している」と回答した人の割合

現況値は令和５年度に実施した住民満足度調査の割合を使用

1.6%

13.6% 22.6% 16.9% 31.4% 11.8%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

26 利用しやすい公共交通

手段が確保されている

満足している

ある程度満足し

ている

どちらともいえ

ない

あまり満足して

いない

満足していない

わからない

無回答

図３１ 令和６年２月「住民満足度調査」より 
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地域と連携した啓発活動の実施回数  

 

 

公共交通の重要度  

 

 

指標の設定の理由 多様な主体との連携や協働の取組内容から評価します。

算出方法
年間で実施する乗車体験会や出前講座等の地域と連携して実施した啓発活動の合計回数を

用います。

目標値の設定 現状よりも利用促進及び普及啓発の取り組みが実施されている状態を目標とします。

使用データ
町が把握する資料やデータ

現況値は未実施のため無記載

指標の設定の理由
公共交通の重要性が認知されることで、公共交通への住民意識が醸成されているかを評価

します。

算出方法 アンケート調査に基づく重要度の割合を用います。

目標値の設定 現況よりも公共交通に対する重要度が向上されている状態を目標とします。

使用データ

住民満足度調査に基づく「これからの重要度」（問８）

「利用しやすい公共交通手段が確保されている」に対して「重要」「やや重要」と回答し

た人の割合

現況値は令和５年度に実施した住民満足度調査の割合を使用

46.7% 31.6% 11.5% 2.5%

0.5%

3.5%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

26 利用しやすい公共交通

手段が確保されている

重要

やや重要

どちらともい

えない

あまり重要で

ない

重要でない

わからない

無回答

図３２ 令和６年２月「住民満足度調査」より 
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１ 策定の経緯 

（１）策定体制 

【会津坂下町地域公共交通協議会設置規約】 

 （設置） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び地域公共交通の活性化及び再生に

関  する法律（平成１９年法律第５９号）第６条第１項の規定に基づき、会津坂下町

地域公共交通協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

  

（協議会の事務所） 

第２条 協議会の事務所を会津坂下町字市中三番甲 3662 番地に置く。 

 

 （協議事項） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１） 地域公共交通計画の策定及び変更の協議に関する事項 

（２） 地域公共交通計画の実施の協議に関する事項 

（３） 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項 

（４） 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項 

（５） 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

（６） 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項 

 

 （協議会の構成員） 

第４条 協議会の構成員は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１） 会津坂下町長 

（２） 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表 

（３） 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表 

（４） 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表 

（５） 住民（又は利用者）の代表 

（６） 国土交通省東北運輸局福島運輸支局長が指名する者 

（７） 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表 

（８） 福島県会津坂下警察署長が指名する者 

（９） 福島県会津地方振興局長が指名する者 

（10） 学識経験者その他の交通会議の運営に関し必要と認められる者 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、会津坂下町長をもって充て、会務を総括し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、構成員の中から互選により選任し、会長が不在のときはその職務を代理す

る。 

  

（協議会の運営） 

第６条 協議会は、必要に応じて会長が召集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 協議会の議決の方法は、出席委員の３分の２以上の賛成をもって決する。 

４ 協議会は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑

な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

５ 協議会の庶務は、政策財務課政策企画班とし、事務局長に政策財務課長をもって充て

る。 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又

は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

 

 （協議結果の取扱い） 

第７条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事

項の誠実な実施に努めるものとする。 

 

 （分科会） 

第８条  第３条各号に掲げる事項及び運賃、料金について専門的な調査、検討等を行うた

め、必要に応じ会議に分科会を置くことができる。 

２  分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（その他） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議

会に諮り定める。 

 

  附 則 

１ この要綱は、令和７年２月２７日から施行する。 

２ 会津坂下町地域公共交通ネットワーク協議会規約は廃止する。 
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（２）委員名簿 

令和８（２０２６）年２月現在 

区分 団体・機関等 団体役職 役職 

町長 会津坂下町 町長 会長 

一般乗合旅客自動車運送事

業者 
会津乗合自動車株式会社 輸送管理課長   

一般乗用旅客自動車運送事

業者 

河沼自動車有限会社 代表取締役   

赤城タクシー有限会社 代表取締役   

一般旅客自動車運送事業者

の組織する団体 

公益社団法人福島県バス協会 専務理事   

一般社団法人福島県タクシー協会 専務理事   

住民又は利用者 

会津坂下町区長・自治会長会 副会長   

社会福祉法人会津坂下町 

社会福祉協議会 
会長 副会長 

会津坂下町ＰＴＡ連絡協議会 会長   

会津坂下町幼稚園長・校長会 会長   

会津坂下町老人クラブ連合会 会長   

会津坂下町商工会 会長   

国土交通省東北運輸局福島

運輸支局長が指名する者 

国土交通省東北運輸局 

福島運輸支局 
首席運輸企画専門官   

一般旅客自動車運送事業者

の事業用自動車の運転者が

組織する団体 

会津乗合自動車労働組合 書記長   

交通労連福島県支部 委員長   

福島県会津坂下警察署長が

指名する者 
会津坂下警察署 地域交通課長   

福島県会津地方振興局長が

指名する者 
福島県会津地方振興局 

県民環境部副部長兼 

県民生活課長 
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（３）策定までの経過 

年度 月 会議・部会・研究会等 実態調査・市民意見等 

令 

和 

６ 

年 

度 

２月  

公共交通に関する町民アンケート

調査 
３月 

令和６年度 第２回 

会津坂下町地域公共交通 

ネットワーク協議会 

（法定協議会の設立） 

令 

和 

７ 

年 

度 

４月   

５月   

６月 

令和７年度 第１回 

会津坂下町地域公共交通協議会 

（計画策定趣旨とスケジュール） 

関係者ヒアリング 

（交通事業者、町内事業者等） 

７月  

８月 

令和７年度 第２回 

会津坂下町地域公共交通協議会 

（骨子（案）） 

９月  

１０月   

１１月 

令和７年度 第３回 

会津坂下町地域公共交通協議会 

（計画（案）） 

 

１２月   

１月  

町民意見公募 

（パブリックコメント） 
２月 

令和７年度 第４回 

会津坂下町地域公共交通協議会 

（計画策定報告） 

３月   
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２ 実態・ニーズ調査の実施概要 

（１）公共交通に関する町民アンケート調査 

誰もが利用しやすい持続可能な公共交通体系の構築へ向け、住民の日常的な移動実態

（目的地・移動手段・頻度・時間帯等）や公共交通に対する考えを把握し、公共交通計画

施策に反映させるため、町民を対象としたアンケートを実施しました。 

項 目 内 容 

調査対象 会津坂下町に居住する１５歳以上の町民 

配布・回収方法 郵送配布、郵送回収 

配布・回収数 配布１，３００票、回収５６０票（回収率４３％） 

調査項目 
基本属性、日常生活の移動実態、公共交通の利用実態、公共交通に対す

る認識・考え、今後の公共交通の在り方 

 

（２）関係者ヒアリング 

 上位関連計画における公共交通の位置付け・役割や、地域公共交通の現状の課題や問題

点、留意すべき点等を把握するために、関係者ヒアリングを実施しました。 

項 目 内 容 

調査対象 

交通事業者：会津乗合自動車株式会社、河沼自動車有限会社、 

赤城タクシー有限会社 

関係部署 ：生活課福祉健康班、生活課保険年金班、設設課都市土班班、

教育課教育総務班、子ども課子ども支援班 

町内事業所：町内の商業施設や医療施設など 

実施方法 対話での意見聞き取り 

調査項目 
利用状況や運営・運行に関する課題、今後の公共交通の在り方、公共交

通を取り巻く環境の変化など 

 

出典：３ｐ「図２ 計画区域」、７ｐ「図５ ネットワーク図（令和７（２０２５）年 

１０月１日時点）」、２４ｐ「図２１ 域内路線バスにおける運行ルートとバス停位置」、 

３０ｐ「図２５ 会津坂下駅の現況」 

国土地理院 淡色地図（地理院タイル）を加工して作成 
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発行：会津坂下町 

調査・編集：会津坂下町地域公共交通協議会 

（事務局 会津坂下町政策財務課政策企画班） 
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